
＜直接支払制度の流れ＞ 

 

  ②出産     ⑥出産費用が 42万円未満の場合は、 

           差額を請求 ※１ 

   被保険者                        加須市    

          ⑦差額を支給（世帯主様名義の口座）         

 

①直接支払制度利用の申出   

      （合意文書の取り交わし）   ④支払機関を経由して 

                      出産費用の請求 

 

 

医療機関等    

 ③明細書（領収書）の交付            ⑤支払機関を 

                          経由して支払 

 

 

＜受取代理制度の流れ＞ 

 

          ②受取代理申請書を提出（出産予定日２か月以内の方） 

  ③出産     ⑦出産費用が 42万円未満の場合は 

           差額を請求 ※１ 

   被保険者                         加須市    

          ⑧差額を支給（世帯主様名義の口座）         

 

① 受取代理申請書を作成 

      （医療機関等から証明をもらう） ⑤出産費用の請求 

                       

 

 

医療機関等    

 ④明細書（領収書）の交付            ⑥出産費用の支払 

                         （上限４２万円） 

 

 

※１…産科医療補償制度対象以外の出産は、40万８千円となります。 

 


